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I＃Uめに

２部からなるワークショップが，中国北京での世界女性会議と関連して組織

されたＮＧｏフォーラムの１部として，１９９５年９月１と２日に懐柔県で開か

れた。このワークショップの組織化は，国連統計部，インストロー，スウェー

デン統計局およびフィンランド統計局の共同の努力によるものである。

ワークショップは，要員と各国からの人員の参加を可能にした様々な国連機

関と双務的な機関の援助を受けている。特に，ノルウェー政府はジェンダー統

計の技術顧問の地位に資金を提供し，FINNIDAとスウェーデン国際開発機関

（SIDA:SwedishlntemationalDevelopmentAgency）は特定国からの参加者を

援助し，ＪＣＧＰ／ＷＩＤのサブグループはメキシコからの参加者を援助した。

ワークショップには〆各国および国際的な統計機関からの統計家や，政策策

定者，各国および国際的な計画の担当者，諸ＮＧＯからの代表者，研究者およ

び大学人など様々なジェンダー統計利用者が参加した。200名以上が第１のワ

ークショップのセッションに参加し，約５０人の中心的なグループが第２のセ

ッションで議論を継続した（添付資料１の参加者リストを参照く本冊子では省
’、

略した＞）。

ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟの目的
ワークショップは，以下のために，世界中の国々および国際的組織からの統

計の利用者と生産者向けに公開討論会を用意した。すなわち，

・ジェンダー統計の開発におけるそれぞれの経験についての情報を交換する。

・用いられている様々なアプローチを比較しそ1れらの有効性を評価する。
・各国および国際的レベルのジェンダー統計を改善する手段を確認する。

・ジェンダー統計領域における今後の作業に向けて先導を提起する。

ワークショップは，1990年代に用意されたジヒエニンダー統計の多くの出版物

を展示する機会も提供した。

このワークシヨップは，２つのセッション，すなわち,１つは９月１日の午

後,もう1つは９月2日の午後に組織されたJそれぞれのｾｯｼｮﾝは,その
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セッションのテーマについての導入的な報告と，国内と地域での経験について

の報告とでなっていた。その報告につづいて全体談論が行われた。１４の国と

組織がジェンダー統計計画について報告をした。発表者は，報告書を提出した

人々の中から選ばれた。報告書を提出していなかった者を含むその他の人は，

この討論の中で貢献した。

本報告書は，報告と議論を要約しており，またワークショップへの提出物で

ある各国の報告書からの追加的な関係資料も含めている。

要約と結論
ジエンダー統計の起源と歴史。ジェンダー統計の計画は，少数の国で1985

年以前に始まり，その他の多くの国では最近開発されている。そして日本のよ

うに，ジェンダー統計の開発には関心はあるが，特定の計画が国の統計局内に

設定されていない国は依然として多い。国のジェンダー統計計画の開発を導い

たものとして報告された要因には，以下のものがある。

ａ）フィンランドでは，平等委員会（thcCounciLfbrEquality）の支援を受

けた国家データの検討に関する1970年代半ばの勧告。

ｂ）ニュージーランドでは，国連女性の１０年。

ｃ）ナミビアでは，女`住と男性についてのブックレットを作成するために，

東および南アフリカ諸国からの参加を求めた準地域のワークショップ。

計画の目的。一般に，ジェンダー統計計画はいくつかの基本的な目的を共有

している。すなわち，女`性と男性に関するデータの要求を強めるとともにそれ

に対応すること，様々な分野での女性と男性に関する統計の生産を調整するこ

と，女性と男性に関するデータの入手可能性と配布を改善すること，女性の状

況と男性のそれとを比較した統計的分析を示す出版物を編集すること，そして

利用者向けに統計上のアドバイスと訓練を与えること，である。主要な成果は

統計の出版物であり，その他の成果として，例えば生活時間に関するデータの

収集（オーストラリア，イタリア），データベースの構築（ブルガリア，ケニ

ア，メキシコ），訓練用の資料の開発と研修セミナーの実施（フィンランドｉ

スウェーデン），がある。
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制度的な責任。ジェンダー統計の生産に対する主要な責任は，国家統計局に

あるが，国家統計局内におけるその計画の所在は国ごとに異なる。例えば，ノ

ルウェーではその拠点（フォーカル・ポイント）は社会人口統計課（theSo-

cialandDemographicDMsio、）にある。オーストリアでは，連邦労働社会省

（theFcderalMinistryofLabourandSocialAffairs）が，ジェンダー関係の統計

データを評価し配布する際に中央統計局と密接に協力して作業している。

ジェンダー統計のフォーカノレ・ポイントは，個人（フィンランド，ナミビア，

ノルウェー），プロジェクトチーム（ブルガリア，ケニア）あるいは係（ニュ

ージーランド）でありうるが，それは競合する他の責任を兼ねていることが多

い。プロジェクトによるアプローチは，統計局内のグループ，あるいは自らの

省の統計情報を提供するように求められている人たちの省庁問ないしは部門間

のネットワーク／ワーキンググループからなることもある（フィンランド，ケ

ニア，ナミビア）。より確立したプログラムはジェンダー統計のための特定の

係.で構成されているものである（オーストラリア，ナイジェリア，スウェーデ

ン，ザンビア）。

資源の利用可能性。ジェンダー統計活動は統計制度の外から資金を供給され

る傾向がある。ノルウェーでは，児童・家族省（MinistryofChiIdrenandFami‐

[yAffilirs）が特定のジェンダー平等問題に関する統計の生産，分析および出

版をはじめ資金を提供することがしばしばである。オーストラリアでは，女性

統計部門(theWomen，sStatisticsSection〕の設立には女性の地位局(theOf

flceoftheStatusofWomen）が－部資金を提供した。機関による協力は，外部

からの援助を確保するもう１つの方法であり，各国あるいは国際的な専門家の

技術援助が数多くのケースで要請されてきた。

利用者との協力。ジェンダー統計の最も重要な利用者は主としてジェンダー

平等をめざす女性機関や部局である。多くの国々で，ノルウェ_のように，メ

ディアもまたジェンダーに関する統計情報の大変重要な利用者であると判断さ

れている。その他の確認されている利用者は，政府の省庁，研究者，大学人外

職業相談員，非政府組織，活動家および一般大衆，である。統計の生産者と利

用者問の対話はしばしばワークショップやネットワークなどを通じて始められ

維持されてきた。
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到達点と制約。統計諸部局はジェンダー統計への増大している要求によりう

まく応えることができるｑこれは，女性と男性についての出版物の利用と要求

そして販売が増加していることによって証明されている。いくつかのケースで

は，メディアもまた大いに統計を利用している。入手できるデータには依然と

して空白があり，意思決定における女性，家庭内暴力，女性や子どもに対する

有害な伝統的習慣，生活時間，インフォーマル・セクターおよび無償労働など

のトピックスに関する統計の生産に対する圧力はますます大きくなっている。

ジェンダー統計計画に共通する特徴は，人および資金の両方の資源が不足し

ていることである。出席したほとんどの国はジェンダー統計の出版物を作成し

たが，これらは第４回世界女性会議に向けた各国および地域的準備の一部とし

て作成されたのであって，定期的に作成されているわけではない。ジェンダー

統計計画を持って，ジェンダー統計の出版物を定期的に作成している国はごく

少数である。

将来の活動。ジェンダー統計に関する各国および国際的な統計プログラムの

両方を強化するために，多くの提案がなされた。例えば}各国にジェンダー統

計単位を設立すること，権力および意思決定，育児と介護，家庭内暴力などの

最近浮上している分野のために新しい概念，指標および方法を開発すること，

生活時間調査の方法や分類を開発すること，病気，暴力，教育（就学率や中退

率）のひろがりや頻度のようなトピックスについて適切で一貫した統計を提供

するために業務データシステムを改善すること，そして女性と男性に関する統

計出版物を定期的に作成すること，である。各国および国際的な統計業務にお

いてジェンダー統計を制度化する必要`性が強調された。さらに，フォーラムを

提供して情報や経験を広めるためにジェンダー統計に関する国際的なネットワ

ークを構築することが奨励された。それはジェンダー統計の国際的な基準とガ

イドラインの開発をも促進するだろう。社会統計の分野での刷新と新しい指標

を定義することが推進された。次の点に対する提案もなされた。すなわち，

・無償労働の分析に対する技術を開発することとデータ収集の手段をよりジ

ェンダー・センシティブにすること。

・統計家の分析的能力を改善すること。

・すべての統計家をジェンダーとその統計活動との関連性に対して敏感にす
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ること。

､準国家および領土レベルでデータの源泉を活性化すること，とくに信頼で
きる情報がほとんどない女性に対する暴力などの問題についてそうである。
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第１部国および国際ﾚﾍﾞﾙでのｼﾞｪﾝﾀﾞｰ統計‐その諸活動の説明一Ｐ

１．はじめに

このセッションはジェンダー統計の分野と近年行われた作業に焦点を置いた。

スウェーデン統計局のＢ､ヘドマン（MsBirgittaHcdman）が導入的な報告を

し，ジェンダー統計とは何か〆なぜ我々はそれを必要としているのかについて

概観した。

ヘドマンは，ジェンダー統計の分野の開発の目標は個人に関する全ての統計

が性別に収集され，分析され，表示されることであり，統計はジェンダー問題

を反映すべきであると特に言及した。この考え方は性（sex）は分類における

基礎的／主要な変数として扱われるべきであって，他の多くの変数のうちの単

なる１つとして扱われるべきではないことを意味している。すなわち，全ての

統計表は性別でクロスした分類をもつべきであるという意味である。

彼女は，第３回世界女性会議がナイロビで開かれた1985年以来，統計への

ジェンダー視点の注入という点で重要な前進があったと述べた。そのナイロビ

会議に向けての準備中に，諸国から正確で，タイムリーで，適切なそして利用

者向けのデータが欠落しているという問題が提起された。

女性と男性に関する統計が必要なのは，女性と男性の状況の違いについての

自覚を高め，諸政策にバイアスのない基礎を用意し，とった諸措置をモニター

し評価するためである。ジェンダー統計研究の構成要素には以下のものが含ま

れる。

・調査されるべきトピックスの選定。

・社会におけるジェンダー問題を反映するために収集されるべき統計の確認。

・社会における女性と男性の多様性を適切に捉え，彼女／彼らの生活の全側

面を捉えるような，データ収集で使われる概念や定義の開発。

・ジェンダーに基づくバイアスをもたらしうるステレオタイプや社会的・文

化的要素.を考慮に入れたデータ収集方法。

・政策策定者，計画者およびできる限り最大多数の利用者に容易に届きうる

データの分析と表示方法。
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国際的および各国レベルでのジェンダー統計における作業の重要な成果は，

過去１０年間において，幅広い読者向けに用意された数多くの統計出版物であ

る。これらの出版物は諸国間の比較の可能性を含めて，女性と男性の状況に関

する１国の広い概観を与えている。これらの書物やブックレットには次のもの

がある。すなわち，オーストラリア，オーストリア，チリ，中国，フィンラン

ド，インドネシア，イタリア（ボローニャ州都），ナミビア，ナイジェリア，

ニュージーランド，ノルウェーの政府出版物，東・南アフリカ，ヨーロッパと

北アメリカ，アジアと太平洋，およびラテンアメリカについての地域あるいは

準地域の出版物，そして世界規模の出版物の『世界の女性１９９５年一傾向と

統計一（ｎｈｅＨﾉﾋ)'Wﾉｗﾘﾉbme〃ノワ９５J刀G"ｄｌｖｑ"ｄ＆α(Ｍ、）』，である。「世

界の女性』は第４回世界女性会議の主要な会議文書の１つである。

２．国レベルでのジェンダー統計活動についての国別報告

ジェンダー統計を開発するための各国の努力，とくにその計画の起こり，ジ

ェンダー統計への要求がどう表明され，どう応えたか，利用者と生産者間の協

力のメカニズム，およびその成果の種類，についての発表があった。

2１メキシコ

INEGI（InstimtoNacionaldeEstadistica,GeografYaelnfbrmAtica，国立統計・

地理・情報研究所）からのＭ、エテルノッド（MarcelaEtemod）とＭ・デラ

パスロペス（ＭａｒｉａｄｅｌａＰａｚＬｏｐｅｚ）がメキシコの国家統計局によって行わ

れているジェンダー統計活動を概説した。

昨年，メキシコの統計制度は重要な前進を遂げ，現在ではたいていのデータ

が性捌に表示されている。しかし，通例の情報源は，ジェンダー視点を欠いた

概念的枠組みに基づいている。INEGIは，統計的資料源泉の検討を遂行して，

どの程度ジェンダー視点が考慮されているかを評価し，ジェンダー統計の生産

を改善するために何が行われるべきかを確認した。結果として，この関連で一

連の措置がはかられた。そのうちの１つがジェンダー統計をINEGIの研究の

優先領域の１つにしている。

1993年にINEGIはジェンダーに焦点をあてた情報を作成するためにジェン
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2２フィンランド

フィンランド統計局のE-S・ヴエイツコラ（Ｍｓ・Eeva-SiskoVeikkola）は，

ジェンダー統計計画は統計の開発と女性に関する出版物の定期的作成に向けた

最初の研究においての提案からもち上がったと報告した。ジェンダー統計を生

産することについての発議は，1972年に設立された平等委員会（theCouncil

fbrEquality）から起こった。当初の目的は，フィンランドの女性の状況につ

いての出版物を完成させることにあった。

専門家グループ，主として種々の省庁からの代表者が，様々な統計分野にわ

たって女性に関する入手可能なデータを編集するために召集された。ジェンダ

ー統計についてのフォーカル・ポイントを置いたネットワークは，関連統計分

野からの人々から構成されているが，それは『1984年女性の大要（ＣＯ”ビル

dﾉﾂﾞ、ｑ/ｗﾉb､ど〃/〃ノリｗ）』の作成経験に基づいて設定された。その計画の目

的は，利用者の長期的な要求によりよく応えるために統計を開発すること，一

般大衆の日々の要求や問い合わせに応じること，様々な統計分野ごとに女性と

男性に関する統計の生産を協議すること，出版物，大要とその他の資料を編集

すること，そして利用者を教育すること，である。主な利用者は，研究者，教

師，学生，職業案内相談員やマスメディアに加えて，平等委員会（政府機関），

平等オンブズマン局（ofYTceoftheEqualityOmbudsman），省庁やその他の政

府部局，女性団体と労働組合である。

統計作成過程に利用者を関わらせるためにとられた特別な手段には，平等オ

ンブズマン局と毎年会合すること，利用者をプロジェクトの立案過程にあるい

は研究者として研究に含めること，ワークショップ／セミナーを組織すること，

大学，研究機関のような利用者の世界からの代表者をもってジェンダー統計の

開発と調整に関する専門家グループを設定すること，そして利用者のための訓

練コースとセミナーを編成すること，がある。

このプログラムの主な成果には，「フィンランドの女性と男性」についての

出版物や統計のブックレット，女性に関する統計についての利用者セミナー，

そして例えば，職業相談員による利用向けのオーバーヘッドのスライドといっ

た統計の材料がある。
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２．３チリ

チリ国立統計研究所（INE:InstitutoNacionaldeEstadfticas）のＴ・ガノレヴェ

ス（MSThelmaGalvez）は，彼女の国のジェンダー統計について発表した。

彼女は，チリでは多くの利用者は女性の状況に関するデータに関心を抱いては

いたものの，１９９０年までジエンダー統計の政府による編纂はなかった，と指

摘した｡政府統計に加えて,NGOと大学が小規模な調査を行い，労働組合へ

の参加，労働条件，性的虐待などのような特定のトピックスについてのある程

度のデータを提供した。

1990年にFLACSO（FacultadLatinoAmericanadcCienciasSociales，ラテン

アメリカ社会科学部）がスペインの財政援助を受けながら，既存データを計算

し始めた。］990から1992年にかけて,:女'性国家機関（SERNAM）がセンサ

スの調査票を検討するために，国家統計局（INE）とＮＧＯとの会合を組織

した。同じ時期に，メディアが，女性について公表されている統計の改善への

関心を表明し，これがFLACSOによる『数字で見るラテンアメリカの女性。

チリ（/WGr“しα//"。α"!e,にα"αkve"Ｃ血.『.Ｃ/,ﾉﾉﾋﾟ）』の出版につながった。

省庁レベルでのSERNAMの創設は非常に重要な手段であった。というのは，

公共部門でジェンダー統計の利用を促進し，同時に自身の要求やその他の利用

者の要求に応えるように資源を提供するのは，ジェンダー統計の政府の利用者

だからである。

1993年中に，SERNAMとＩＮＥとの協力はより強化された。経済的に非活

動とされる女性の実質的な経済的状況を評価するためのプロジェクトに資金が

与えられ，ＩＮＥは雇用調査に特別の項目を含めた。またこの時期に，新たな

出版物が用意された。それは，センサスと他の政府の情報源についての知識を

広めるための「チリの女性一数字で見る実情一（MUjercsdcChilc：radiografla

ennumeros）」とポケットブックの「チリの女性と男性（MUjeresyHombrcs

deChilic）」である。ＩＮＥの雑誌もまたＵＮＩＣＥＦの財政援助を受けながら，

ジェンダー問題に関する記事を公表している。SERNAMによる２つのプロジ

ェクト,,すなわち，ジェンダーについての指標体系の開発，そして健康とINE

がモーターしている労働に関するジェンダー統計の生産過程の研究，｜ま終了直

前である。

、
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ＩＮＥにはジェンダー統計の仕事をしている正式の集団はない。ブックレット

はこのプロジェクトにパートタイムで従事していたわずか３人の専門家とスウ

ェーデンの技術援助によって準備された。

国際協力もジェンダー統計の改善において非常に重要であった。というのは，

それは人々を敏感にさせることを助け，他国の経験を提供するからである。メ

ディアはジェンダー統計を普及する際に非常に重要な役割を果たしている。全

ての利用者が理解できるような方法で統計を用意し表示することは，ＩＮＥの

新たな課題であり，それは「配布」を生産の過程に統合する。だが，「チリの
’

女性一数字で見る実情一（MUjeresdeChile:radiografiaennumeros）」の作成

は，短い叙述を伴うデータがメディアと政府の談話でうまく利用されているこ

とを示してきた。

ＩＮＥは，統計のその他の生産者を，健康と労働に関するジェンダー統計の生

産に対する勧告を適用することに，敏感にする必要がある。また生活時間調査

は，無償労働をより見えるようにするため，無償労働の社会的価値により大き

な考慮を払うため，出産と育児の直接および間接的な費用を評価するために，

行われるべきである。ジェンダー統計に関するその他の活動には以下のことが

含まれるべきである。すなわち，世論によっていくつかの基礎的ジェンダー指

標の利用を促進すること，ラテンアメリカ諸国間で経験について意見交換する

こと，ジェンダー統計をラテンアメリカの地域的訓練計画に含めること，であ

る。

３．ジェンダー統計活動に関する地域別報告

3.1ＥＳＣＡＰ

国連アジア・太平洋経済社会委員会（ESCAP）統計部のＡフラット（Ｍｒ、

AndrewF1att）とＫ・シイディクィ（Ｍｒ・KhalidSiddiqui）は，ジェンダー問題

に関する統計を改善するために委員会が進めている努力についてワークシヨッ

プを報告した。ESCAP統計部の全体的な目的は，統計における各国の能力を

高めこの地域に関するデータの入手可能性を改善すること，である。

ジェンダー統計計画は，現在２つのプロジェクトから成る。１つは国連女性
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と，をもっていた。このプロジェクトへの参加国は，・アジアからは，バングラ

デシュ，中国，インド，インドネシア，イラン，日本，ネパール，パキスタン，

韓国，スリランカ，タイであり，太平洋地域からは，クック諸島,フイジー，

パプアニューギニア，サモア，ソロモン諸島，トンガおよびバヌアツである。

このプロジェクトで予定されている成果は，各参加国についてのプロフィール

である。このプロフィールを作成する過程には，様々な国で女性の状況を検討

し，女性に関する統計と指標の入手可能性を評価し，そしてデータの空白を確

認すること，これらの国のために指標を編纂し配布すること，が必要である。

これらの２つのプロジェクトを通じて，ESCAPのジェンダー統計計画は，

地域的出版物である「アジア・太平洋における女性と男性」を作成することに

なっており，それは６つの章，すなわち，人口，家族と世帯，健康と保健，教

育，労働，公的生活への参加からなる。その編纂の暫定的な結果によれば，

パキスタン，インドとインドネシアが若い人口構成をもち続けており，他方タ

イのような諸国は人口高齢化の初期段階にあり，日本は高年齢化のより進んだ

段階にある。寿命は全ての準地域で男性と女性の両方について伸びており，女

性は男性よりも寿命が長い。女性の平均寿命が男性のそれよりも少しだけ長い

南アジアに比べて，女性の平均寿命が男性のそれよりも５年以上長い中央アジ

アで格差は最も大きい。女性は一般的に男性よりも長く生きるが，南アジアの

いくつかの国では女性の平均寿命は男性よりも短い。分析の第３の例は労働に

関する章から取り出したものだが，それは，男性の経済活動率は全ての国で類

似しているが，女性のそれは各国で大きく異なるということを示している。女

性はいくつかの国では男性とほとんど同じ割合で労働市場に入るが，より若い

年齢で労働市場を去る。他の諸国では，女性は出産期に労働市場を去るが，い

くつかの国（日本や韓国など）では女性は子どもが成長したときに戻る。そし

て他の国（シンガポールやスリランカなど）では女性は労働力の外部にとどま

り続ける。公的生活では，国会に選ばれる女性はごくわずかであり，そして国

会に全く女性のいない国もいくつかある。

強調された教訓のいくつかは次のものである｡

－国家統計諸機関におけるジェンダーヘの敏感の程度は異なり，いくつか

の機関は他の機関よりジェンダーに関する訓練が必要である。
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で，このプロジェクトの事務局は，諸国が提供したデータを最もうまく利用し

ブックレットの草案を作成するために，スウェーデン統計局からの２人のアド

バイザーといく人かの地方のスタッフを含めたワーキングチームを設置するこ

とにした。

直面した主な技術的な問題は以下のものである。

－各国に送られた当初の調査票は回答者にとって難しいことがわかった。

－データの表示が各国間で一様ではなく，それが分析をかなり難しくした。

￣’２ヶ国でデータが異なった年についてのものなので，データの比較は

困難であった。

￣いくつかの国では，データは大変古く最新の入手可能な年は1986年で

あった。

－様々な国から入手できるデータは異なる年についてのものなので，傾向

の分析は難しかった。

－ボツワナのワークショップで認定された統計と指標は，残念なことに，

全ての国では入手できなかった。

￣定義の問題は，妊産婦死亡率のような指標や経済参加率に見られた。

確認された主要なデータの空白は，幼児死亡率，全体的な雇用および失業率，

エイズ件数，子どもの栄養状態，妊産婦死亡率（５ケ国だけがデータを持って

いる），理由別中退率，性別の全体的な識字率，そして婚姻のタイプ別女性の

割合，である。

マイナは，将来的には，各国が情報を収集し組み立てるには，時間が必要な

ことを示唆した。また，様々な統計システムからのデータを継続的に点検し分

析することを励ますために，定期的に一律のデータを収集し，定期的にこの出

版物を作成しようとする統計制度が直面した諸問題に着手するための手段を提

供することも必､要であった。
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Ｐ

Ｉ
第Ⅱ部ｼﾞｪﾝﾀﾞｰ統計の作成で直面した問題

１゜はじめに

国連統計部のＧベデイアコ（Ｍｓ､GraceBcdiako）は，ジェンダー統計の成

果を生む際に直面する一般的な問題について簡潔に概説した。彼女は３つの一

般的問題に注意を与えた。すなわち，①兵姑業務，機関の整備および資源の獲

得可能性，②ジェンダー統計分野の要求と生産過程，③諸活動の成果／結果，

である。

①兵姑業務，機関の整備および資源の獲得可能性は，計画の立案や各国に特

有なものである。プロジェクトによって企画され資金を受けている計画が直面

する資源の制約は，もっぱら国家統計局からの資源を基礎に展開される計画と

同じ種類のものではない。しかし，それらはその機構に結びついた問題を持っ

ている。しばしば，その計画は単独で実施されるかもしれず，それによるその

他の統計活動への影響は大きく制限されがちである。例えば，そのプロジェク

トの存在は，データ収集手段，表作成や分析がよりジェンダーに敏感に行われ

ることを必､ずしも保証しないだろう。

長期の目標は，ジェンダー統計が統計システムに統合されることである。す

なわち，統計の各分野は，その作業の全側面で，ジェンダー問題やジェンダー

関心事を考え話しかけるべきである。典型的でやっかいな問題はジェンダー統

計計画が隔離されがちだということである。それがプロジェクト事務所として

組織化されようと，フォーカル・ポイントあるいはジェンダー職／係に害'1り当

てられていようと，その計画は一般的に（１人あるいは２人で）スタッフに不

足しているし，資源を欠いている。したがって，計画は，主な責任をもつ職員

が職場を変えるとき，あるいはプロジェクトが終了するときに困難に出会う。

これらの計画の将来が不確かなことは，それが統計システムに対して与えうる
■0｡□

成果と影響を絶えず妨げる。

②この分野の要求と生産過程はウジェンダー統計の発展において極めて重要

な生産者と利用者の協力を含む。それぞれの集団はその過程に対して独自に貢
。．＄

献するし，コミュニケーションはその作業の始めの段階では非常に難しいこと
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はよくある。生産者は，統計家としてよく訓練されており，非統計的な利用者

とは違う言葉（専門的なタームや言いまわし）を話す。そして利用者は，無数

の多様な要求をもっていて，それらすべてを等しく重要であり，直ちに話して

もらえるものとしばしば考えている。ワークショップは意見を交換し問題を表

明し把握するための手段として利用されうるが，コミュニケーションの難しさ

を克服するために継続的な基盤の上での相互影響が必要である。

③諸活動の結果。ジェンダー統計作成のガイドラインは，社会におけるジェ

ンダー的平等に関連する諸問題や関心事をまず確認し，要求されている統計と

指標をそれらの入手可能性にかかわりなく列挙し，そしてそれらを編集するの

に必要とされるデータの資料源泉を検討することによって，体系的にデータを

編纂する必要性を強調している。これらのステップをたどる時には，データの

空白，不適切な概念および測定上の問題のような弱点がいつも露出する。デー

タが広く入手できないトピックスとしては，女性に対する暴力，男'性の生殖力，

所得などがある。世帯主概念は，世帯内での女性と男性の意思決定の役割を正

確に表しているわけではなく，また識字は社会における識字能力を必ずしも一

貫して評価しているわけではない。経済活動やインフォーマル・セクターでの

就業のようなトピックスにおいて，概念は現象をより十分に記述するために拡

大されてきた。しかし，ほとんどの場合〆データの収集手段はその概念を正し

く適用するよう調整されてはいないのである。

2．達成点，問題および今後の方策についての国別報告

2１イタリア

イタリア国家統計局（ISTAT）のＬ、Ｌ・サバディーニ（Ｍｓ，LindaLaura

Sabbadini）は，イタリアのジェンダー統計計画の意図と焦点を報告し，この

領域での作業でぶつかった主な障害を特に説明した。彼女は，政府統計は，た

いてい経済的側面に焦点を置き，社会的側面にはほとんど関心のないことを指

摘した。個人は社会的主体としてではなく，もっぱら経済的行為者として見ら

れることが多い。1980年代の終わりまで，イタリアでは，女性の地位に関す

る独自のデータは収集されず，情報の処理においてジェンダー視点はなかった。
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分析および提示の手続きとともに，統計上の概念，定義および分類を体系

的に検討すること。

・統計が社会での経験や関心事の多様性を反映し，政府と社会の両方の必要

に応えることを確かにするために，生産者と利用者間の対話を強める方法

を開発すること。

・利用者の側での統計情報についての意識を改善し，彼女／彼らが統計情報

の利用能力を強めるための戦略を開発すること。

.より深い分析を通じて，女性と男性の状況をよりよく理解することに貢献

する出版物を作成すること。

データの空白の問題について，ブラウンは，既存のデータを用いて女`性と男

性の状況の分析では多くのことを成しうるが，いくつかの重要な領域でデータ

がない，と述べた。データが無いか不完全である主な領域は次のものである。

すなわち，

･家庭と地域社会における無償労働，有償労働と無償労働との関係，無償労

働の経済への貢献。

.（労働組合，政治，公共および民間部門における管理的地位などを含む）

意思決定への女性および男性の参加。

･公式および非公式の保育の体制，これは（関係する世話の時間，世話の費

用，保育への満たされなかった要求を含めて）労働市場への参加と関連し

ていよう。

･所得の充分度，福祉および女性と男性の生活水準。

･犯罪による被害，特に性的犯罪と家族暴力，および女性と男性への犯罪の

影響ｄ

･女性と男性間での技能の修得についての教育と訓練計画の効果，およびそ

の彼女／彼らの労働市場への参加に対する影響。

･女性と男`性の健康状態，これに影響を与えている要因，および女性と男`性

の保健の必要性に対応する保健制度の有効性。

･環境との関係での女性と男性の態度と行動。

･世帯内および世帯間での市場所得と非市場の所得の流れ。

･政策の実施の結果に評価を与えるうえで，社会的に重要な移行および変化
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の原動力。

２３日本

日本の法政大学経済学部の伊藤陽一は，女性に関する統計出版物は1970年

代中頃から作成されているが，ジェンダー問題についての基礎的統計指標に関

する利用者になじむブックレットの作成は依然として優先順位の高い課題であ

ると報告した。過去10年間に，学術的な雑誌や会合でもジェンダー統計の国

際的展開が検討されている。

1992年に，文部省の下部機関である国立婦人教育会館に，女性に関する統

計データベースを構築するための委員会が発足した。そのデータベースの目的

は，生活の全ての側面において，男性との比較で女`性の状況を統計を用いて示

すことと，専門的および非専門的な利用者に対してデータを入手可能にするこ

と，にある。

データベースを開発する過程において，次のことが認められた。すなわち，

移住者／外国人統計は無いか，十分には区分されていないこと，パートタイム

労働者に関する調査，就職〆職業訓練ブ昇進，離職および退職に関するデータ

が不十分であること，家庭内暴力についての政府のデータは，訴訟を起こした

離婚事件に関するデータだけにしか現れていないこと，民間企業での女性の役

員と女性の企業所有者に関するデータが不足していること，そして’960年以

来５年おきに収集されている生活時間や余暇活動に関するデータは家事につい

て詳細に示してはいないこと，である。

日本におけるジェンダー統計を改善するには，以下のことが必要であろう。

すなわち，関連データが不足している諸問題については新たに調査を行うこと，

会社や政府において雇用機会均等政策を実施する点での進捗状況をモーターす

る統計と指標を定義し作成すること，ジェンダーに基づく差別の原因と結果を

示す指標を作成すること，ジェンダー統計のための係を創設すること，各統計

部門においてジェンダー統計を発展させること，統計生産の全ての段階でγす

なわち，企画，収集，編集，分析とデータの配布において，ジェンダー統計に

敏感で知識のある職員を確保すること，女性問題の研究者と主唱者とのコミュ

ニケーションを構築すること，そしてジェンダー統計を促進するために，とく
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に非専門的な利用者のために，情報技術を活用すること，である６

３．達成点，問題および今後の方策についての地域別報告

3,1ＥＳＣＡＰ

ＥSCAPのＫ，シィディクィ（Ｍｒ・KhalidSiddiqui）がアジア・太平洋地域の

地域的ジエンダー統計の出版物を準備する過程で直面した諸問題について話し

た。これらの問題が出版物の作成の遅れの原因となった。

彼は，データの空白と不足が，この地域の各国でのデータ編集に様々な程度

で影響を与えていると述べた。一般に，諸国は次のような問題を認識している。

一個人に関する統計の性別の欠落。

－いくつかのトピックスについてのデータはその場限りでだけしか入手で

きない。

－データが未ｶﾛｴな形では入手できるがさらに加工を必要とする。

－データがまったく入手できない。

たいていの国にとって，国の人口センサスはデータの主要な源泉であるが，

多くの表は性別統計ではなく合計数だけを表示していた。業務記録システムは，

データ収集の定期的な源泉である。人ロセンサスや世帯調査においては一般に

取り上げられない問題ついての，適切で正確な情報を提供するものとして，十

分に活用されていない。例えば，投票者や選挙候補者に関するデータは製表さ

れておらず，全ての国と世界女性会議で重大なジェンダー問題と考えられてい

る女性への暴力についてのデータは，警察記録における過小報告のために，わ

ずかしかなくそして信頼できない｡国際比較はこれらの統計報告の違いによっ

てさらに複雑である。すなわち，報告書は一般的にレイプに限定し，事件の数

が報告される国もあるが，その発生率が報告されている国もある。財産の所有

権やクレジットへのアクセスに関するデータは事実上存在せず，企業家に関す

る統計は，しばしば労働力調査で報告されるような従業上の地位から引用され

ているが，不十分である。

世帯主，労働，識字および貧困のようないくつかのトピックスについてのデ

ータの不足は，適切な概念や測定の基準がないことに何らかの形で関連してい
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る。

ｊ世帯主は，その他の世帯員からそのように認められている人，あるいは世帯

について決定をくだす人と定義されている。これは，文化と結びついており，

たいていは家族の中の成人男性と解釈されている。いくつかの言語では，「世

帯主」の直訳は，成人男性を示し，それは彼が世帯の主たる経済的な意思決定

者あるいは主要な所得稼得者であるかどうかと無関係である。「世帯主」とい

うタームはもはや使われていないという国もある６代わりに紹介人（a

rcfbrencepcrson）が使われている。これは調査時におり，そして世帯を代表し

て質問に答える成人の世帯員である。

現在の労働力統計で使われている諸概念は，国民経済計算の概念に一致して

おり，労働として市場指向的諸活動と自己消費向けの商品の生産だけを考慮し

ている。家庭内消費向けのサービスを提供している家事労働は，除外されてい

る。人が経済的に活動しているかどうかを決定する際の各国の'慣行は，女性の

労働力への参加に対する推定をさらに過小な方向にバイアスのかかったものに

する。例えば/無償の家族従事者として働いている女性は，そのようには見な

されないかもしれない。したがって，女性の経済的貢献は適切には測定されて

いないのである。

いくつかの国では識字についての操作的定義は，いかなる言葉であれ簡単な

メッセージを読み書きできる能力というUNESCOの定義とは異なる。

この地域のいくつかの国は，貧困の水準についての推定を行っているが，貧

困の標準的な尺度がないので，貧困下の女性についての国の問での比較はでき

ないだろう。

ジェンダー統計の開発と男性との比較での女性に関する統計の地域別編集に

関連するいくつかの難しさとして，以下のことがある。すなわち，

－統計家の問でのジェンダー意識のレベルの不均等。

－ジェンダー統計を扱っている係が統計諸活動の主流（メインストリーム）

に入っていないこと。

－ある国では国のワーキンググループが活動していないこと。

－国の資料源泉からのデータは，かなりのところ，概念，定義，年齢の階

層区分，その他の使われている分類の形の違いによって，いつも比較可
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能というわけではないこと。

各国あるいは地域の計画の立案や実施の中で，これらの諸問題を予想し処理

することが必要である。例えば，上述の問題を扱ったESCAPの経験にそって，

次のことが示されている。すなわち，国の統計家に対してジェンダー統計の訓

練を行うことは，ジェンダー問題やジェンダー統計を国の統計訓練のワークシ

ョップやセミナーに組み込むこととともに，考慮されるべきである。統計家を

ジェンダーに敏感にさせる訓練はそのようなプロジェクト／計画に向けて予定

された諸活動の１部であるべきである。さらに，国家統計局の基本的な係の代

表者が国の生産者と利用者のワークショップの参加者に含まれるべきである。

国の統計業務においてジェンダー統計を主流にするための機構は，ジェンダー

統計計画と統計業務の基本的な係との間での持続的な情報の交換を含めて，積

極的に追求されるべきである。

3.2ＥＣＥ

スウェーデン統計局のＡテルマエルース（Ｍｓ、AgnetaThermaerius）はヨ

ーロッパ地域経済委員会でのジェンダー統計活動について報告した。ジェンダ

ー統計活動の起こりについて，彼女は，１９８５年に開かれた第１回「女性に関

する統計」についてのＥＣＥ地域会議を振り返った。その会議はＥＣＥの統計部

とINSTRAWの共同で組織された。それ以来２～３年間隔で４つの会議が開

かれている。ジェンダー問題に関する統計上の共通の問題がこれらの会議で議

論され，改善への戦略的必要性が確認された。

1985年３月の第１回のＥＣＥ会議では舵女‘性に関する統計を得るために使わ

れるデータの源泉，女性に関する統計のための既存の分類設計の適切性，女性

に関する統計の概念的，方法論的な諸問題，および女性に関する統計の最近お

よび予定されている今後の改善，が議論された。

1987年５月に開かれた第２回会議は斫女性に関する統計を入手するための

生活時間調査の利用，世帯所得への女性の貢献度を測定する方法，家事，家庭

内の雑用および家庭を基礎にしたその他の諸活動の金銭的価値を評価する試み，

そして女性の不完全雇用の推定，を取り扱った。

1989年11月の第３回会議は，女性の労働力参加についての改善された測定，
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家庭内活動，インフォーマル活動および関連する活動での労働投入量の測定と

その産出物の評価，将来戦略の実施と検討および評価のために必要な統計と指

標，を検討した。

1992年４月の会議では，ＥＣＥ統計の出版物，生活時間調査やその他の資料

源泉を通じて女性の経済的貢献を測定すること，そして女性に関する既存の統

計を用いて刷新的なアプローチを使用すること，について議論した。

］995年３月の会議では，次のトピックスが検討された。すなわち，無償労

働の評価の技術，男女の職業差と賃金差，幹部職業の管理的，企業家的および

その他の地位でのジエンダー差，そして高齢化に関する政策的必要性に対して

改善した統計，である。

Ａ、テルマエルースは，ジェンダー統計の出版物である『ヨーロッパと北ア

メリカの女性と男性1995年（ﾚﾘﾉb"'e'１α"`ﾉﾉＷＴｊ〃Ｅ”qﾉﾌﾞｃα"`ﾉﾉVb"ﾉMmcr/cα，

ﾉ,９Ｊ）」に焦点を置いて，女性と男性の状況に関する基礎的な統計と指標の

暫定的なリストが１９９２年の会議で議論され承認されたことを指摘した。この

リストからＥＣＥ諸国で入手できる統計が,/幅広い利用者に適した出版物の形

で編集され提供されるべきであることが勧告された。またこの出版物は，

１９９５年第４回世界女性会議に寄与すべきことが決定され，1995年８月に出版

された。

この出版物は国連ヨーロッパ経済委員会（ＥＣＥ）から委託され，

INSTRAWとヨーロッパ共同体統計局（Eurostat）からの追加的財政援助を受

けて，スウェーデン統計局によって作成された。スウェーデン統計局が責任を

待って調査票の準備，ＥＣＥ加盟国からの統計の収集，受け取ったデータを用

いてのデータベースの構築，および出版物の草案を作成した。

諸国からのデータを比較可能な形で編纂し表示する過程において，いくつか

の問題があった。終了した調査票が１３ヶ国から回収されたが，それぞれが１

つ以上の表について回答していない。住宅設備，健康，生活時間，育児，職業，

犯罪，権力および影響力についての統計において部分的な回答が特に多い。こ

れに加えて，求められた年や年齢集団に対しての統計を必ずしも提出していな

い国がいくつかあった。したがって，ＥＣＥ地域のジェンダー統計に関してさ

らに数年間にわたる今後の作業に向けた目的は，次のものである。
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－概念と方法論の改善を含めて，性別のデータの収集，維持，改善と調整

を促進する。

－女性と男性の，経済と社会への貢献度を評価し監視する。

一生涯の全過程において生活条件および地位の性差を確認する。ジェンダ

ー視点の，全統計分野への導入を促進する。次の２年間で，各国経済と

世帯あるいは家庭経済の両方への，女性と男性の貢献を監視し評価する

ための政策関連のアプローチを開発する際に，各国の経験についての記

録資料の交換が正式化されることも期待されている。

もう１つの，ECE/INSTRAW/UNSＤ共同のワークセッションが次のトピッ

クスについてジェンダーの側面を検討するために，1997/98年に開催されるで

あろう。

・経済的福祉。収入と所得および生涯にわたっての職業的流動性，貧困，私

的および公的な資金の移転，および同一価値労働同一賃金。

・介護活動。生涯にわたって誰が誰を世話をするのか，介護活動に対する支

払い（誰が支払い，誰がそれを受けるのか，の両方についてのデータ）。

・無償労働。無償労働の測定における発展とそのサテライト勘定体系への統

△Ｌ
ｐｏ

・暴力と】ﾛ罪の統計的測定の進展。

４．一般討論

何人かの参加者からの要求に応えて，「世界の女性』の準備においてとられ

た過程について，Ｅペルーチ（MSFrancescaPemcci）が説明し，国連統計部

のウィスタット・データベースのマネージャーであるＬ､ゴー（MsLindaGo）

から報告があった。ジェンダー統計の各国での出版物の用意に関する国連統計

部のマニュアルとＳＤＡの訓練用資料のｊ内容と出版予定日についての情報も

また与えられた。

何人かの参加者が，自分たちの国での経験について話し，前進の成果と特定

の活動の領域についての展望を与えた。

メキシコでは，利用者と生産者のワークショップが，統計的出版物のための

方法論と基準を規定する際の手段となった。ESCAP地域のいくつかの国では，
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統計家の敏感性は，生産者と利用者のワークショップを催しそこへ様々な分野

からの人々を招いて，各分野に特有のジェンダー問題を取り上げた文書を提出

させることで，ある程度達成された。しかし，ワークショップは対話の始まり

にすぎない。つまり，２つのグループやグループ全体の問での継続的な相互交

流と協議が必要である。

ナイジェリアでは，『ナイジェリアの女性の統計によるプロフィール。

1995年ＭＳ７α【Ｍｃα/Prq/7/ごq/ＭｇｅｒｊＱ〃ルノb〃c"・ノ,９Ｊ）』の草案を作成する過

程で，既存のデータの資料源泉が検討され，多くの空白が確認された。したが

って，データの収集手段を修正することが決められた。UNICEF/連邦統計局

の共同による利用者と生産者のワークショップが，全国調査で使われている調

査票を検討するために，１０月の始めに計画されている。

インドでの経験によれば，データが'性だけでなく，社会階級で区分されるこ

とが必要である。例えば，インドで２０年前に行われた栄養状態の研究で，上

流階級の女性が下層階級の男性よりひどいことがわかった。

1994年に，イタリアのボローニャ州都に関するジエンダー統計出版物を作

成することが決められた。この出版物は歴史的データ系列に基づいている。(ジ

ェンダー問題は継続的に変化している。

ザンビアでは，ジェンダー統計係が中央統計局の調査・情報部（the

ResearchandlnfbrmationSection）におかれている。この係は統計についての

専門委員会（theTechnicalCommitteeonStatistics）に代表を送っている。

スウェーデンでは，ｌｏ年以上にわたるジェンダー統計の開発作業の後，

「統計法案」が採択された。それは〆個人に関する全データを，性別に収集し，

分析し，表示することを要求している。現在の新たな責任とより大きな挑戦は，

この法案に従っているかをモーターすることである。

ノルウェーでは，シングル・マザーがどう自助しているかを把握するための

研究が進行中である。女性と男性の横断的平均を比較するふつうの方法は静態

的になりがちで，ライフ・コースの変化がどれほど女性と男性の生活に影響を

与えるのかを示さない。発達した統計システムをもつ国は，ライフサイクルの

パターンを研究するために，パネル研究，レジスターによるかあるいは回顧的

質問による技術を使い始める必要がある。
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UNIFEMは中国とインドネシアの国家ジェンダー統計プロジェクトと，

ESCAPが報告した地域的プロジェクトとに資金を提供した。これらのプロジ

ェクトから得た経験をさらに検討して，UNIFEMは各国レベルではジェンダ

ー統計の制度化に向けて開発のパートナーとともに取り組むこと，そして一般

人とメディアに最も適した配布の方法やフォーマットの一層の開発を援助する

ことを提案している。

ジェンダーバイアスのかかりがちな労働力や出産力調査などのような調査の

概念的基礎に取り組む必要がある。労働力調査には，被調査者の子どもの数や

年齢について適切な情報はなく，したがって家族の状況と女性の労働力参加と

の関係を判断することができない。他方，出産力調査はとかく女性に焦点を置

くために，男性の出産力に関する情報を欠いている。

多くの制約も確認された。たいていの場合，ジェンダー統計計画は国家統計

局の主要な作業とは隔離されていること，資源が乏しいこと，１つのフォーカ

ル・ポイントが，ジェンダー統計に携わること以外に，他の責任をもつことが

しばしばあること，特にスタッフの移動が多いことによって計画が安定しなか

ったこと，が特に留意された。

ジェンダー統計は他の全ての統計の係・部門および省への要求になるので，

統計局の局長は敏感になる必要がある。

データの次の空白が確認された。すなわち，未亡人のＩ慣習，女性の割礼，早

婚，インフォーマル・セクター，育児，家庭内暴力，生活時間統計，無償労働，

職業上の健康と安全（すなわち，事故と傷害の数），である。

国家統計局内で作業の追加的／新しい企画を導入するのは，追加的資源を伴

うのであれば特に難しいことが指摘された。たいていの統計局は，中央委員会

によって承認された作業計画に従っている。したがって，ジェンダー統計の発

展において決定的な手段は，国家統計局での優先順において必要とされている

ことを高いランクに位置づけられることを確かにすることである。
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今後の作業

今後の作業への提案には，統計を政策監視のためのより効果的な手段にする

ための方法について議論が含められた。

行動綱領の１２の重大領域は，標準的な統計の分野と直接には対応していな

い。したがって，各領域にとって重要な指標を開発することが各国への有益な

ガイドになろうし，行動綱領の実施を監視することを容易にするだろう。

同様にCEDAWについて言えば，国別報告書で，要求を支持しようとして

事実が提出されている程度には違いがある。各国が報告するのを援助し，進捗

状況を評価するためのなんらかの手段が必要である。

その他に次のような提案が出された。すなわち，

．例えば，卒業後の就職，労働からの退職や，インフォーマルおよびフォー

マルな育児制度，など移行国での統計を分析し解釈するための枠組みを開

発すること。

・統計におけるジェンダー問題について，統計局や課の長を敏感にさせるた

め，ジェンダー統計における統計の生産者を，統計の分析と表示を含めて

訓練するため，統計情報の利用における基礎的な技術において利用者を訓

練するために，利用者と生産者の訓練ワークショップを行うこと。

・他の省が収集する統計を改善することと同時に，どのように統計を主流に

するかについての戦略と手段を開発することを含めて，ジェンダー統計を

全統計システムに組み込むという目標に向けて，積極的に取り組むこと。

・統計の訓練レベルでジェンダー統計を制度化していくこと，すなわち，ジ

ェンダー統計を各訓練機関のカリキュラムに含めること。

家族と世帯，意思決定，無償労働，HIV/AIDS〆妊産婦死亡率と家庭内暴力

の概念と定義のさらなる開発が必要とされている。
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添付資料２世界規模のｼﾞｪﾝﾀﾞｰ統計のﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ
プログラム概要

第I部国内および国際レベルでのジェンダー統計とその努力

ジェンダー統計の分野とここ最近行われた作業

ジェンダー統計とは何か？なぜ我々はそれを必要とするのか？国内およ

び国際レベルでの努力の概観。ジェンダー統計の改善の第１ステップとして

作成されている出版物に話の焦点が置かれるだろう。

国別報告（メキシコ，フィンランド，チリ）

ジェンダー統計への要求はどのように表現されてどのように対応したのか，

利用者と生産者の協力のメカニズム，各国の努力（所産の種類，方法の改善

など），国家統計の成果の報告。

国際的／地域的出版物の報告（ESCAPⅢ，中東および南アフリカ）

生産過程，目的，取り上げられたトピックス，学んだ教訓。

全体討論

第Ⅱ部ジェンダー統計の生産と表示の方法

ジェンダー統計の改善，今後の作業

利)１１審になじむ（user-6dendly）出版物はジェンダー統簡{･作業のはじめの重要

なステップを表す。それらは，政策策定者を敏感にし，多くの利用者に届く

ために不可欠である。依然としてやるべきことは多い。我々はここからどこ

へ行くのか？今後の作業として，どんなステップを踏むのか？

国別報告（イタリア，ニュージーランド，日本）

統計上の生産過程での建設的な側面を強調する。すなわち，直面した諸問題

とデータの空白を明らかにし，各国で何を行う必要があるのかを確認し，そ

して今後の作業に向けてアイデアを提示する。

国際的／地域的出版物についての報告（ESCAP，ＥＣＥ2）

学んだ教訓，空白と地域的と国内的レベルでの今度の作業。

全体討論

要約

１ESCAP：国連アジア・太平洋経済社会委員会

２ＥＣＥ：国連ヨーロッパ経済委員会
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添付資料３各国のｼﾞｪﾝﾀﾞｰ統計活動の要約の用意のための質問点

以下の質問は，各国のジェンダー統計活動の簡潔な要約－３ページを越え

ない－を用意するための概要として使われるべきものである.各国の報告は

約1ｏ分である。各国は一般に第１部か第Ⅱ部のどちらかを報告することにな

るだろう。

第１部国内および国際レベルでのジェンダー統計と努力

ジェンダー統計計画／活動の起こり

・国内にジェンダー統計計画はあるか？

・どの機関がその計画に責任をもっているか？

・ジェンダー統計に適当な制度的組織はどんな種類か？それは，フォーカ

ル・ポイント（すなわち，職員），プロジェクト課，ジェンダー統計係，

あるいはその他か？

・その計画はいつ始まったか？

・ジェンダー統計への要求はどのように起こったか？

利用者と生産者の協力のメカニズム

・ジェンダー統計の主な利用者は誰か？

・統計の生産者と利用者との対話を設定し維持するためにどんな手段がとら

れているか？

・統計の利用者，あるいは成果／生産物の想定した対象者が，その生産過程

にどの程度関与したか？

・ジェンダー統計に対する需要はγ計画のサイクルを通じて，あるとすると，

どのように変わってきているか？

ジェンダー統計計画／諸活動の概観

・計画の目的は何か？

・外部からの援助，すなわち資金，人員，技術上の援助，｜土あるか？

・外部からの援助はどれだけ継続するのか？

・その計画においての主たる活動は何か？

・ジェンダー統計を改善するために，－入手可能性，利用，概念と方法，

配布一一の特に何が行われているか？

・その計画の主たる成果は何か？ト

ジェンダー統計出版物

・出版物を作成するために使われた過程を簡潔に述べて下さい。
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.扱った主なトピックは何か？

･出版物はどのように着手され配布されたか（さらに出版部数も）？

･入手した利用者は何をする人か？

第Ⅱ部ジェンダー統計の生産と表示の方法

結果と業績

・その計画の成果は何か？

・その計画は主流の計画一統計，政策，策定，計画とプログラミング~

にどのような影響を及ぼしたか？

・成果は何で，その成果の目標は誰か？

・その成果はどのように使われているか？

直面した諸問題

・直面したいくつかの困難は何か？

・諸問題はどのように解決され，最小限にされたか？

・確認された主たるデータの空白は何か？

・どんな問題とバイアスが既存のデータの中で確認されているか？

今後の作業と共通のアプローチに向けてのアイディア

・各国でとられる必要のある次のステップは何か？

・扱われ／調べられる必要のある主たるトピックス／問題は何か？

・あなたはジェンダー統計に関する国際レベルでのネットワークの働きをど

う見ているか？

ｄ国際レベルでのこの領域における作業の次のステップは何だとあなたは考

えるか（国際基準，勧告とガイドライン，国際的出版物ｌ共通プロジェク

ト，訓練，会議など）？

用語についての注記

ジェンダー統計とは，ジェンダー問題に関する統計である。す)tjﾐわち，女性

と男性の異なる要求と現実とを考慮に入れて収集され編纂された女性と男性に

関する統計，である。計画は，ジェンダー統計に関するプロジェクトあるいは

一連の活動と同義で使われる。これには，女I性（と男性）について独自の調査

を行うこと，データベースの構築，出版物の準備，ジェンダー統計のための係

の設置など，が含まれる。
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訳者あとがき

この訳者あとがきでは，Ｉにおいて本冊子で訳出した国連による報告書につ

いて，Ⅱにおいて第４回世界女性会議で採択された「行動綱領」のジェンダー

統計該当個所について，それぞれ解説とコメントを示すことにする。

Ｌここでは，国連がまとめたジェンダー統計のワークショップの報告書につ

いて説明し，訳者の見解を付す。

１．ここに訳出したのは，UnitedNationsStatisticsDMsioned.（1995),'１Work‐

shoponGcnderStatisticsWorldwide:WorkBcin8DoneandNextStcpsI１，である。

これは，１９９５年の第４回世界女性会議の政府間会議に先だって行われた数

多くのＮＧＯフォーラムにおけるワークショップのうちの１つ，「世界規模の

ジェンダー統計」（１９９５年９月１，２日）での論議を国連統計部がまとめた

報告書である。

２．この報告書は，１９９５年１２月１５日付で，国連統計部長のＨ・ハーバアマ

ン（HcrmannHabermann）によるワークショップ参加者へのお礼と，ワーク

ショップの成功を評価し，ジェンダー統計のネットワークの必要性と参加者リ

ストの有効活用を述べた手紙を添えて，国連統計部からワークショップの参加

者に配布された。したがって，ジェンダー統計に関心をもつ多くの人たちがこ

の原文を入手することは困難であり，また以下に示すようなジェンダー統計お

よびその論議の重要性に鑑みて，統計関係機関・関係者に広く配布する本統計

研究参考資料の１冊にすることにした。

統計研究参考資料では，これまでジェンダー統計を５回取り上げた。すなわ

ち，No.３４『国連，性的ステレオタイプ〆性的偏り，および国家統計システム』，

No.３９『女性と統計関連主要文献目次・序文等翻訳集』，ＮＯ４０『インスト

ローと女性に関する統計』，No.４２『ジェンダー統計の現状』，No.４５『女性

の状況に関する統計と指標のための概念と方法の改善」である。このうち

No.４２は，１９９３年時点までの到達点とその後の課題に焦点をおいた報告書や

論文の翻訳であった。
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この統計研究参考資料No.４９では，ＮＧＯワークショップについて国連統計
｡８．８．

部がまとめた報告書を訳出し，さらにこの訳者あとがきのⅡで，１９９５年第４

回世界女性会議の政府間会議で採択された「行動綱領」の統計関係事項を訳者

なりにとりあげ，草案と最終版とを比較した。国連報告書とこの行動綱領によ

って，北京会議におけるジエンダー統計のとりあげを全体的に示そうとした。

３．ジェンダー統計とは，ジエンダー問題，とくに女性に対する社会的・経済

的な差別を見出し，改善し，監視するために統計を活用することを目的とする

統計である。

このジェンダー統計活動は，今世紀最後で最大といわれた第４回世界女性会

議に向けて，この問題においては先進的な国連統計部，スウェーデン，ノルウ

ェーなどのノルディック諸国，ＥＵⅢアメリカ合衆国等に加えて，アジア・太

平洋，アフリカ，ラテンアメリカ地域など多くの開発途上国などへ拡がり，展

開してきた。

北京世界女性会議のＮＧＯフォーラムにおいては，これまでの各国での成果

と問題について，各国のジェンダー統計責任者や関心のある者たちが集まり討

論する場が，スウェーデン統計局とフィンランド統計局の協力で，国連統計部，

インストロー（国際連合国際女性調査訓練研究所UnitedNationslntemational

ResearchandTraininglnstitutefbrtheAdvancementofWomen，略称INSTRAW）

によって，設定された。

このワークショップを効率的に運営するために，国連統計部は事前にジェン

ダー統計関係者などに，参加を呼びかけていた。それは，参加者にｉ）ワーク

ショップの目的，内容，構成などについての概要，ｉｉ）暫定的な協議事項，

iii）発表用のガイドラインを伝え；報告者は報告要旨を事前に国運へ提出す

ることが要請されていた。このうちのii），iii）に多少の修正を加えたもの

が，訳出した報告書の添付資料２，３である。

報告書には示されていないが，ジェンダー統計関連の論議の場は，ＮＧＯフ

ォーラム開催中に３回，政府間会議中に１回の計４回あった。訳者は，はじめ

の３回のワークショップに出席した。日程と内容は以下の通りであった。

８月３１日「生活時間調査と女性と男性の労働の認定」＜１１:００～

１５:００＞主催：インストロー
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９月１日「世界規模のジェンダー統計一現在行われている作業と次のス

テツプー」＜１５:００～19:00予定，実際１５:３０～17:３０＞

主催：国連統計部，インストロー協力：スウェーデン統計局，

フィンランド統計局

９月２日「インフォーマル・セミナー，ジェンダー統計－我々はここか

らどこへ？－」

＜１３:００～17:００予定，実際１３:１５～１７:００＞

主催：国連統計部，インストロー協力：スウェーデン統計局，

フィンランド統計局

９月１３日「ジエンダー統計一政策手段一」＜15:００～18:00＞

主催：国連統計部，ＪＣＧＰ／ＷＩＤ（構成メンバーはUNICEF，

UNDP，UNFPA，UNIFEM，ＷＦＰおよびIFADである）

このうち，９月１日には約200名以上の会場を埋めつくすほどの人が参加し

ジェンダー統計への関心の高まりを示した。９月２日には小さな教室の中で，

約５０名の参加者がより専門的に今後の作業について議論した。

４．ジェンダー統計は国際的には着実に拡がり，発展してきたといえる。成果

としては，多くの女性と男性に関する統計出版物，データベースの構築，セミ

ナー／ワークショップの開催，などである。しかし，ジェンダー統計の重要性

にもかかわらず，ジェンダー統計活動の財政的・人的資源はいくつかの国で不

足しており，ジェンダー統計活動を継続させるための制度的な保障を与えてい

る国は多くない。訳出した報告書は，ジェンダー統計の展開に向けて，各国の

経験に基づいて今後の課題を提案している。それを訳者なりにまとめ意見を述

べよう。

（１）全体的に，報告書は，ワークショップでの報告と討議，そして事前に

国連に届けられあるいは会議中に提出された資料の内容を盛り込み，各国の

1995年までのジェンダー統計の経過を具体的そして簡潔に伝えている点で，

ジェンダー統計の現段階を知る際の資料として重要である。しかも，報告書が

取り上げている国・地域は，ジェンダー統計では先進国であるノルディック諸

国・ニュージーランドから，メキシコ，チリ，そして開発途上国のアフリカ諸

国，ESCAP等に及び，まさしく世界規模でジェンダー統計活動を伝えている。

さらに報告書は，これまでの各国の経験を踏まえて，今後のジェンダー統計
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の課題について，具体的に示している。従来の指摘で再確認されたものには，

個人に関する統計全てに性BlIを表示すること，ジェンダー統計の全統計システ

ムへの統合，統計上の概念・定義・測定の改善，セミナー／ワークショップ等

を含む統計利用者と生産者の対話および訓練，フォーカル・ポイントの設置，

ジェンダー統計資料集の定期的発行，などがある。従来以上に強調された点お

よび新たな指摘としては，ジェンダー統計の制度化，上述の概念・定義・測定

の改善をすべき分野として意思決定，家庭内暴力，そして無償労働，有償労働

を含む女性の経済活動の重視，そのための生活時間調査の開発と活用，統計生

産者に対するジェンダー視点の訓練，業務記録のジェンダー視点からの改善と

活用，国際比較のための基準の検討および設定，国際的なネットワークの確立

の必要，がある。それ以外に，報告書は，フオーカノレ・ポイントの種類，ジェ

ンダー統計活動の財政的・人的資源について参加国の状況を概説している。

（２）これらのうち，いくつかについて訳者の見解を述べたい。

①報告書は，「統計に反映する必要のあるジェンダー問題を統計の入手可能

性とは無関係に列挙する」ことからはじめて，ジェンダー統計を体系的に収集

するための手順の一部を示している。

②業務統計がジェンダーの視点で改善されるように報告書が記していること

は，注目に値する。従来までは，調査を行い統計数の痩得を目的に行われる調

査統計に議論が比較的集中していた。全ての統計にジェンダー視点を注入する，

という目標に照らせば，業務統計の検討が必要なことは当然であった。また今

日，統計界では国際的な業務統計への注目もあり，今後一層議論されるものと

考えられる。

上記の①，②や，ジェンダー統計では従来から主張されていたデータの信懸

性，統計生産者と利用者との協力の必要性に加えて，統計生産者に対するジェ

ンダー訓練などに見られるように，ジェンダー統計には社会統計学で議論され

ている内容と重なり合う部分がいくつかある。ここから，ジェンダー統計は統

計の一般論を豊富にしつつあり，逆に統計一般論に変更を迫り，統計一般論を

強化する可能性がある，と考えられよう。

③報告書は，個人に関する全ての統計に性別表示を施すことを主張している

が，ジェンダー統計の財政的・人的資源の不足を考慮すれば，これは簡単なこ
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とではないといえる。国際的・国内的な統計機関の資源の不足を斜酌すればな

おさらである。したがって，これを効果的に推進するためには，さしあたり性

別表示の必要な統計の優先順位を決めることが必要だと訳者は考える。

④この報告書はワークショップでの論議と配付資料の内容をまとめ，世界規

模での今日のジェンダー統計の動向を示す基準文書といえる。しかし，一方で，

国連統計部によってまとめられたものであり，以下に示すように，会場で出さ

れたいくつかの貴重な批判や意見が落ちているなど，ワークショップでの論議

を網羅したとは言い難いように思える。また，ジェンダー統計活動の制約条件

を除去・克服するための方策についての言及は控えめである。例えば，ジエン

ダー統計の発展の大きな障害の１つに,x制度的な保障の不十分さあるいは欠落

があることを報告書は述べている。しかし，この点へのつっこみは，例えば，

各国のフォーカル・ポイントを強化するための条件（国家統計局内での設置，

財政的・人的資源の制度的保障等）には触れていないなど，弱い。

（３）ここで，報告書には明記されていないが，ジェンダー統計作成に関す

るワークショップで出された意見・批判についていくつか紹介しよう。

日本の伊藤陽一は，女性の地位をはかるためのＵＮＤＰの1995年報告書のジ

ェンダー開発指数について，項目の選択やウエイトの恋意性などの点から疑義

を提出し，国際的ジェンダー統計の推進機関としてのインストローの弱さも指

摘した。また，ジェンダー統計の典型的出版物であるスウェーデン・モデルに

対して，ＥＵから簡単すぎるという批判と，UNIFEMのＬ、コーナー（Ma

LoITaineCorner）からは逆に途上国に照らせば図を多用して視角に訴える出版

物にすべきという批判があったり，同じくしコーナーから，統計の利用者と

生産者の対話は統計槻関問のやりとりではなく，女性団体や国民等の真の利用

者の意見・要望を吸収する体制作りが肝要であるという指摘などがあった。

Ⅱ、ここでは，第４回世界女性会議の政府間会議（1995年９月４～１５日）で

採択された「北京宣言と行動綱領」のうち，ジェンダー統計に言及している部

分を紹介し検討する。参考資料として，「行動綱領」のジェンダー統計該当箇

所の草案と最終版を最後に付した。

１．政府間会議では，「行動綱領」の採択に向けて，草案作成時に各国の意見
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の違いから未合意となって括弧に入った箇所を論議しその括弧をはずしていく

作業がメインであったことは周知の事実である。「行動綱領」は2000年に向

けた今後の国内行動指針になるものであり，各国政府はこれにそって女性の地

位向上の国内行動計画を作成することになっており，各国に少なからずの影響

を与えるものである。「行動綱領」でどのようにジェンダー統計が示されてい

るかは，ジェンダー統計活動の今後を左右する１つだといえる。

２．「行動綱領」をジェンダー統計の点から評価すれば，従来の指摘を再確認

し，新たな分野が追加され，より具体的になったといえる。ここでは，「行動

綱領ｊのうち，ジェンダー統計に言及している箇所について，その内容，草案

と最終版との相違に触れよう。草案と最終版を比較検討するのは，ジェンダー

統計において議論となった箇所は何で，最終的にはどう変わったのかをとらえ，

ジェンダー統計に対する各国の姿勢の違いや今後の運動の展開に向けての障壁

などを読みとるためである。

３．「行動綱領」で述べているジェンダー統計の内容は以下の通りである。こ

れまでに行われた３回の世界女性会議で指摘された内容を継承しているものに

は，意思決定，インフォーマル・セクターの測定があり，とくに家事労働を含

む無償労働の評価と生活時間調査の活用が一層強調されている。また，統計の

空白・不備の是正，指標・統計の開発，データの収集の概念と方法の改善，デ

ータベースの利用。開発，利用者にわかりやすい資料の提示，利用者。生産者

の協力，フォーカル゜ポイントの設置，が取り上げられている。

新たに指摘されたものとして，健康，暴力，障害，環境の分野と意思決定で

の統計に反映すべき項目の具､体的な指摘，1993年に新たに提示されたサテラ

イト勘定を無償労働の測定に適用することの推奨，『世界の女性」の５年ごと

の定期的発行，ジェンダー統計のスタッフの確保などがある。

４．ここで，「行動綱領」の草案と最終|仮との違いを検討してみよう。草案で

括弧に入っていたものは，無報酬労働（インフォーマル・セクター＜の一部＞，

家庭内労働）の測定と概念の改善，ジェンダー問題の統計への反映，サテライ

ト勘定の利用，開発途上国への資源。技術援助，ジェンダー問題の検討，そし

てリプロダクテイブ。ヘルスに関連する避妊・中絶，アファーマテイブ・アク

ション，家庭責,圧・権力の男女共有，あらゆる形態の暴力，であった。これら

－３８



は基本的には内容上の大幅な修正を加えられることなく最終版に残った回

ところが，より立ち入ってみると，①変更・削除，②より具体的な項目の提

示，③統計に関する言及や統計の改善の弱まり，④ほとんど変わらない，とい

うケースがある。このうち，①，②，③について述べる（以下の番号は「行動

綱領」の項目番号を示す）。

①変更・削除。草案の167（最終版では165）の（ｈ）が肖Ｉ除されたが，そ

の内容は最終版の２０９に加えられて示さている。すなわち，最終案209にγ発

展途上国や移行経済国に対して「資源提供と技術協力」という内容を加えるこ

とで，草案167（ｈ）の「非賃金労働（unwagedwork）のデータの収集とそ

の国民経済計算・経済統計への組み込みに向けて，途上国に技術援助・資金を

提供すること」を削除したものと考えられる。

また，女性の地位向上の進捗状況の監視責任は，草案では（ＺＩＬ＜ｃ＞）国

連統計委員会，インストロー，女性の地位委員会にあったが，最終的にはこれ

ら３機関は対等であることを言明しながらも，監視責任は女性の地位委員会に

一括された（208.＜ｅ＞）。

②より具体的な項目の提示。労働と雇用に関する206．（ｆ）は，１パラグ

ラフの中に凝縮されていた草案（209.＜ｆ＞）の内容を，３つの項目，すなわ

ち，ＳＮＡに含まれている無報酬労働（自給農業などの非市場的生産活動），

失業や不完全雇用，家庭内労働に分け，それぞれのジェンダー統計の今後の課

題を述べている点でより具体的に記述されたといえる。他方で，草案にあった

「研究と経験についての情報の交流と普及」が最終版では落とされていること

に留意すべきであろう。

③統計に関する言及や統計改善への要求の弱まり。女性の健康破壊要因につ

いての情報を提供することを要請した109．（ｅ）は，草案（110.＜ｅ＞）では

全てが括弧に入り，「ホルモンによる避妊法，中絶，乱交が，……危険を増大

させることを示すデータを女性に提示する」となっていた。しかし最終版で具

体的な健康破壊の諸要因と，その健康への影響を「示すデータ」の部分が削除

され，健康を害する要因についての統計・データの収集の必要性が明示されな

くなった。

また，男女の経済的貢献の測定についての206．（ｃ）では，括弧に入って

3９



いた部分が削除された。草案（209.〈ｃ〉）では，インフォーマルｑセクター

の測定・改善のための方策，経済に対する女性と男性の貢献に関するデータ収

集の概念と方法そしてその方策を明示していたが，最終版では測定，方策，概

念と方法というタームが削除されている。

無報酬労働の開発への貢献に関する記録不足と過小評価の問題を指摘した

156の最終版は，草案と比べ具体的な内容になった。しかし，草案での「無償

の生産活動を測定し，評価する統計的概念や方法上の進歩が必要である」とい

う部分が「無報酬労働の種類，程度，配分を十分に見えるようにする」と変え

られ，改善すべき点が薄れてしまった。無報酬労働の測定については，Ｈに譲

ったとも考えられる。

以上から「行動綱領」で述べられているジェンダー統計の部分を特徴づける

と，第１に，全体的には,‐草案と最終版の両方において，ジェンダー統計の内

容が豊富化された。第２に，草案に比べ最終版では，有償労働，無償労働に関

する記述がより具体的になった一方で，健康の項目と，ジェンダー統計の分野

では今後の課題である無償労働の項目とで，統計を改善することへの要請の表

現が弱まったと言える。最終版でのいくつかの後退はみられるが〆第３に，

「行動綱領」においても依然として，第２回世界女性会議で採択された「国連

女性の１０年後半期行動プログラム」に引き続き，ジェンダー統計の作成，そ

のための制度や組織を確立することの必要性が強調されている。

統計利用者，とくに女M性団体からの，意思決定，家庭内暴力，無償労働に関

する正確で信頼できるデータ・統計に対する要求は，今後一層高まるであろう。

北京世界女性会議を終えた現在，日本におけるジェンダー統計の発展に本冊子

が寄与できれば幸いである。

５．以上，国運報告書の翻訳ならびに訳者あとがきと付録の翻訳は，杉橋やよ

い（法政大学大学院博士後期課程１年）が担当した。

１９９６年４月
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【参考資料】

「行動綱領」におけるジエンダー統計該当箇所一草案・最終版比較対照

資料一

［訳者注］ここに示すのは，「行動綱領」の統計該当箇所の草案と最終版の対照資

料である。

１．ここでは，最終版の原文から「データ｣あるいは「統計」というタームを検索し

それを含む項目とインストローの項目を，統計該当箇所として取り上げている。

２．ここで提示する訳語は，「行動綱領」の決定版をインターネットのLinkagc

よりダウンロードしたものを用いて，１９９５年１０月時点に訳者が作成し，その後，

北京女性会議に提言する会による『行動綱領日本語訳』第１，２版および総理府男

女共同参画室による仮訳（これは1996年３月末に『第４回世界女性会議報告書』

の中に記載され出版される予定）を参考にしながら，部分修正したものである。

３．草案時の括弧を［］，括弧がはずれたものは〔=E行動綱領≠〕，削除され

たものは〔＃手動綱領〕，内容が変更あるいは新たに追加されたものは下線〔行動綱

題〕でそれぞれ示した。また，各項の番号は〔決定版（←草案）〕で示している。

第４章戦略目標と行動

Ａ，女性と貧困 宍斗圭一g芽干司濡F￣型曽宍=q＝臣房筥と陸｡回目巨重ｺﾞ：

戦略目標Ａ４ 貧困の女性化に対処するために，ジェンダー視点に基づく方法

宍ヰﾖｮｳｴ賓由=を=尭椛諄旨皀宮=壱宍据=弓寓芒言骨妻＃胖究言を=ｲニーラ

取るべき行動

67．（←69）政府，政府間組織，学術機関，研究機関，民間部門は

（a）構造調整立案や計画を含めて，経済政策決定のあらゆる側面にジェン

ダーの視点を取り入れるための概念的ならびに実践的な方法論を開発する。

（ｂ）構造調整を含め，すべての政策や計画がジェンダーに与える影響を分

析する方法論を適用し調査結果を普及させる。

68．（←70）国内統計機関，国際統計機関は，
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（ａ）貧困と経済活動のあらゆる側面についてジェンダーと年齢別のデータ

を収集し，ジェンダーの視点から経済活動を評価する質的，量的な統計指標

を開発する。

（ｂ）家庭内での報酬を受けない貢献を含め，あらゆる面に広がる女'性労働

と国民経済への彼女らの貢献を認識し，目にみえるようにするため，適切な

統計手段を考案し，女性の無償労働と貧困の発生の関係及び貧困への脆弱性

の関係を調査する。

Ｂ，女性の教育と訓練
可

戦略目標Ｂ５教育改革の実施に向けて十分な資源を配分し，監視する

取るべき行動

87．（←89）国際的機関や政府組織，特に国連教育科学文化機関（UNESCO）

は，地球規模で，

（ａ）＝E国，地域，国際レベルの団体が作成した教育指標を用いて，達成し

=E進歩を=藍ｺﾞﾄﾞ見戸目=，教育，研修=の機:全一および全て

の分野，特に初等および識字プログラムでの_達成水準における機会に関し

工，女性と男性間および少女と少年間の格差を根絶する=縮可t戸挙ために施策

を講じる_ように責任柱政府に要請する。＝お=弓F羊

Ｃ、女性と健康 建寸ﾖ産語ゴー写洞窮重圭一ピニヌー－回目E＝§国＝ヌコg写司三厘目

104．（←105）多くの場合，健康に関する統計データは，年齢，性別及び社会

経済上の地位 によって，とりわけ弱くて周辺皀扱E=百迄ﾓｮｳﾞｺ純ｮ尭匡関揮=リー譽戻罪ｺﾞｮｰ

とされた しなが 益にかない

そして問題を解決するための確立した人口統計学の基準によって 体系的に収

集され，分類され，分析されていない。妊産婦死亡率及び女性の罹患率，特に

女性に影響を及ぼす状況および病気に関する最新の確かなデータは多くの国々

で入手できない。また社会的・経済的要因があらゆる年齢の少女や女性にいか

に健康に影響を与えているか，さらに少女と女'性に対する健康サービスの提供
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とその彼女らの利用パターン，そしてまた女性のための病気予防と健康増進計

画の価値についてほとんど知られていない。女性の健康に対する重要な主題は

十分には調査されていなかったし，そして女性の健康に関する調査はしばしば

資金援助を欠いている。多くの国々において医学的調査，例えば心臓病に関す

るものとか，疫病的研究はしばしば男性にのみ基礎を置いており，ジェンダー

を問題にしていない。＝E避妊薬を含んだ羊投薬，蕊の副作用及び効能につい

ての基礎的知識の確立に女性をかかわらせる臨床的実験は著しく欠けており，

研究実験に対する倫理的基準に必ずしも照合しない。女性に施される多くの薬

剤治療計画及び他の医学的治療と介入はジェンダーの差異に対する調査及び調

整を何ら行うことなく，男性に関する調査に基づいている。

戦略目標Ｃ４女性の健康についての研究を促進し情報を配布する

とるべき行動

109．（←１１０）政府，国連機関，医療樅関，研究機関，ＮＧＯ，資金提供者，

製薬業者や適当な場合，メディアは

（ａ）研究者を訓練し，適切な場合には政策決定，計画，監視，評価，計画

をする際，とりわけ性及び年齢， =侶宍種こ人口
印､，

幸民族手および社会経済的変数といった要因に従って収集・分析・分類され

たデータを使用できるシステムを導入する。

（ｅ）雫女性が自分たちの健康に関し，情報を与えられた上で決定を下せる

よう， 癌や性と生殖に関する器官の閂字岸雫=箒=＝＝罰i浮鱈=法＝割!＝詞=毒か

感染を起こす危険を増大させる要因を--=を冨示=学ﾗ営量=を女性に提示する

こと。羊

（ｋ）入手できるデータと研究結果を評価し，かつ研究者，政策決定者，医

療専門家と特に女性団体に広めるための仕組みを開発する。

Ｄ・女性への暴力

120．（←121）暴力発生についてのジェンダー別の適切なデータと統計がない

ことは，プログラムの綿密な実行や変化を監視することを困難にしている。家
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庭内暴力や職場を含むセクシャル・ハラスメント，公的な場および私的な場で

行われる女性や少女への暴力について，記録がまったくないかあるいは不適切

な記録しかないこと，調査が行われていないことは，明確な危機介入戦略を構

築しようとする努力を妨げている。多くの国の経験から，あらゆる形で暴力を

克服するために男女が行動するものだということと，暴力の原因および結果に

ついて効果的な公的手段を取ることができるということが理解できる。ジエン

ダーによる暴力に反対して行動する男性団体とは，変革のために手をつなぐ必

要がある。

戦略目標。Ｚ女性への暴力の原因と結果および効果的な防止戦略の研究

取るべき行動

129．（←130）適当な場合，政府，政府間地域機関，国運，他の関連国際機関，

調査機関，女性及び青年団体，ＮＧＯなどは

（ａ）さまざまな形態の女性への暴力とくに家庭内暴力について，調査，デ

ータ収集，統計編集を促進し，女性に対する暴力の原因，性質，重大性，影

響及び女`性への暴力防止と救済のための措置の実行'性についての=開三舎的＝

究を奨励する。窪頴雫ﾄﾞｦｰ突司FE筒与謁冤持皀瞳駿詫子自勺弓で#掘雫皀岸け

（ｂ）調査，研究の成果を広範に普及する。

（ｃ）レイプのような暴力が女性や少女に与える影響の調査・研究を実施し

支援する。調査・研究から得られた情報および統計を一般の人々が利用でき

るようにする。

Ｆ，女性と経済
￣ＣＱＳ●

－コ‐

156（←158）多くの女性が経済構造の中に進出しているが，大多数の女性に

とって，特に追加的な障害に直面している女性にとって，引き続く障害が，経
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済的自立を成し遂げ，自分自身と扶養者の生計を確保しようとする女性たちの

能力を妨げてきた。女`性たちは，経済のさまざまな分野で活動的であり，それ

は，賃金労働や自給農業・漁業からインフォーマル・セクターまでわたってい

る。しかし，賃金格差を含め，土地，天然資源，資本，信用貸し，技術その他

の生産手段の所有またはアクセスに対する法的または慣習上の障害が）女性の

経済的進歩を妨げている。 賃労働ﾅ・けでナ よりの無償労働

していぞ通じて 業や食糧生, 族企一方て

において市場向けと －ビスの生産に参加してい

草体系園民経涙 ＵＮ

国ロ-，,され記録不足
P

HIや労働

る｡_他方，女性はいまだに，子供や老 Ⅱロ．． の食事の

忌痩そ；く恵 るようオグループに

く，司民経済＋算ててもしけ的に＃

(土１かなり過少評価され，したがってその社会的認識は限られたものになって

いる。この無報EiM 己分を十分ニ ラ▲二

ことにもなるだろう｡責任の分担

＝＝－
－ 勺

■｣０､､P，，

棄権雪6=業＝しM其或ｺﾞｰﾋ箒＝実二夷=F主ゴミ実暑尹戟鈍 澪密堯宍;戸ヨヨ感夛ﾐｰ謂西さ才房

記録トー佇残圭司一ﾓｮﾜﾜE#E弓も月色＝罰斜動鋳割=掌国名曽犀涛畠 =寡ｺﾞｰｰﾓﾖ天ﾛﾂ序言芥F弓亨一ヨ

GQ

-

，JOC、，■￣

続計鋪概念蓉亨ｦ手法冨旨伊勇f菖歩守騨三陸要=巨萬ﾀﾃﾞ旨一：

戦略目標Ｆ１＝E雇用の機会，適切な労働条件， ＝粗一賃弓奉＝言弓用=賞ゴー蓑舗

拳宅ヨヴワ経済資源の管理， ９９回１月と読を含む女性の経済的権利

と自立の促進

取るべき行動

165．（←167）政

旨ごZ｡P生ｺｺｦ弓i輯i阜僖南*i評#ｺｳﾞｦ雫閤j堂目

5．（←167）政府は，

（９）無報酬労働，特に，扶養家族の世話や家族の農地または家族ビジネス

のためになされる無報酬労働のタイプ，範囲，分配を測定し，よりよく理解
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する努力を通して，仕事と雇用についてのより包括的な知識を発展させる

雫よう努めるﾖｰ。そして，この分野における研究と経験についての情報の交

流と普及を奨励する。この情報には，その価値を量的に評価する方法や国民

経済計算の核心とは矛盾しないが，それに一致した計算に反映できる方法の

開発に関するものも含まれる。

、－－－､＝

●

、､盆ヨ
ー

１．■

穫力およひ届.,山､決定ニおける女性Ｇ、

表Fぢゆ巨臣F段 ５．千=宮司蚕ｦヨーPヨヨ匡壬三ｺﾖﾆ声禿宅戻=ﾓﾖ厚男悪者冒弓契宝Fﾖ厩チヨ宅有｡＝語可ゴー壱

マョ

ロ｡▲当主＝

187．（←189）あらゆるレベルでの権力と意思決定の均等な配分は，各国の政

府やその他の機関が，政策策定，ならびに計画の実施において，統計的ジェン

ダー分析を行い，ジェンダー的視点を主流とさせるか否かにかかっている。意
、

の国では，アファーマテイブ・アクション（積極的措置）が地方政府と中央

一口

■■

｡＿

１８８（←190）国内，地域，国際的統計機関は，いまだに，経済・社会分野で

の女'性と男`性の平等な待遇に関する問題をどのように示すかについての知識を

十分にもっていない。とくに，意思決定の重要な分野における既存のデータベ

ースや方法論を十分に使っていない。

戦略的目標Ｇ１権力機構および意思決定への女性の平等なアクセスと完全参

加を保証するために孝瀞←措置を講じる。

取るべき行動：

190（←192）政府は，
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（ｅ）公共および民間部門における様々な意思決定の地位にいる，あらゆる

レベルの女性と男性についての量的，質的データの収集，分析，配布を通じ

て，女'性が代表になっていく進捗状況を調査し，評価し，毎年政府内のあら

ゆるレベルで雇用されている女性と男性の数についてのデータを公表する。

すなわち，公的な任用における全範囲に女性と男性が平等にアクセスできよ

うように保証し，この分野での進捗状況を監視するための仕組みを政府機構

内に設ける。

193．（←195）国連は）

（ｃ）意思決定における女性と男性の量的，質的データを収集し，配布し続

け，＝E女性と男性のそれぞれが意思決定に与える別々の影響を分析し，西暦

２０００年までに，幹部や意思決定の地位の５０％以上を女性が占めるようにす

るという国連事務総長の目標へ少謹｡台＝キー４０匡辮=達成するよう進捗状況

を監視する。幸

194.．(←196）女性団体，ＮＧＯ，労働組合，社会的パートナー，生産者，産

業・職業組織は：

（ｃ）雫各国政府，地域，国際機関及び民間企業

閏』＿に配布するために，上級の意思決定樅関，諮閏』＿に配布するために，上級の意思決定樅関，諮問的概関に女性を任命する

ときに使用するための女性とその資格に関するデータベースを，データ保護

法と矛盾しないで，構築する。】＝

Ｈ・女性の進出 めの制度機関を詫足筵ﾖﾘｰ説＝溌Fプーと岸虚F層ﾃゆ口呑段階\＝毒戸患

不羊男崖な｡体制

196．（←198）女性の地位向上のための国内機構は，とりわけ，女性の地位向

上を促進する政策を企画し，実施を促進し，＝実行し，羊監視し，評価し，擁

護し，それらの政策への支援を動員するために，ほとんどすべての加盟国で制

定されてきた。それらは形態も様々なら効果も一様でない。場合によっては，

退歩してしまった。こうした機構は，一国の政府機椛の中では周辺的位置にお

かれていることがよくあり，任務が不明確であったり，適切なスタッフがいな

かったり，訓練，データ，十分な資金を欠いていたり，国の政治的指導層から
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の支援が十分でないために活動が妨げられている。

戦略目標Ｈ､1．国内樅構およびその他の政府組織の創設と強化

取るべき行動

203,（←205）政府は：

（ｃ）ジェンダー視点で計画し，データを分析する訓練をスタッフに与える。

戦略目標Ｈ3．企画と評価のための性別データと情報の作成．配布

取るべき行動

206．（←209）国内的，地域的，国際的統計サービス，関連政府．国連機関は，

研究・文書管理機関と協力してそれぞれの責任領域において：

（ａ）個人に関する=目＝￣,与羊統計が性別と年齢別に収集され，編集され，

分析され，提出されて，＝E社会における女性と男性に関する問題，争点や疑

問を反映させる＝よう保証する=E弓＝剪畠=目=指宇圭。

（ｂ）政策および計画の企画と実施に活用するため，扶養家族の人数を含め，

年齢，性別，社会指標，その他の関連指標別のデータを定期的に収集し，編

集し，分析し，提供する=Eそして社会における男性と女性に関連する問題や

疑問を反映する羊。

（ｃ）ジェンダー分析を強化するための雫適切な指標と羊研究方法を開発し，

試験することにおいて，また，行動綱領の最終目標の実現の監視と評価にお

いて，女性問題研究組織と関係を持つ。

（ｄ）ジェンダー統計プログラムを強化し，統計作業のすべての分野につい

ての調整，監視，関連づけを保証し，さまざまな問題領域の統計を総合し，

まとめるスタッフを指名し，任命する。

(ｅ）インフォーマル・セクターにおける参加を 臣嗣胤氣＝＝曰=ﾛﾎｷI禦牛ご=リー雪＝

経済に対する女'性と男性の完全な貢献１こつｷﾞｰ麓預Fごコープ孚策二塁=芒＝岸岸言1N

いてのデータ収集=Ｐ５弓蝋弓含戸=存#鏡=半を改善する。．=岸髄弓合=さ垂=≦F羊

発する；
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（ｉ）農業，特に自給農業、そして他の形態である非市場生産活動のよう

な，既に国運のＳＮＡに含まれている無報酬労働についてデータ収集を改

善すること；

（ii）労働市場における女性の失業や不完全雇用を過少評価する現在の

測定を改善すること；

（iii）適切な討論の場において，扶養家族の世話や食事の用意のような

国民経済計算外である無報酬労働の価値を数量的に評価するために，国民

経済計算の核心とは別に作られるかもしれないがそれとは矛盾しないサテ

ライト勘定あるいは他の公的経済計算でできるだけ反映させて，女性の経

済的貢献を認めること，および女性と男性の問に報酬のある労働と無報酬

の労働の不平等な分布を目に見えるようにすることを目指して，方法を開

発すること；

､■■、

'0℃、，，

＝自匡点｡韓＝な=さゴコ戸昏F無F報酬労.1,F鱈弓迄≠ラー範囲＝分匡配皀を=測定ｺﾞ戸ﾆｺﾞﾜｮﾆ
■･

へ●ケ■

Ｏフ

一一

■（

Ｃ

､、■や
￣

），
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（ｈ）資源へのアクセスがあるかどうかを含め，女性と男性の貧困の測定に

ついてのデータ収集の概念と方法を改善する。

（ｉ）人口動態統計システムを強化し，出版や研究にジェンダー分析をとり

いれる。すなわち，罹患率についてのデータを改善するためには，研究企画

とデータ収集・分析において性別による差を優先させ，＝ｾﾞとりわけ，未成年

の母親，老人介護を優先し，総合的な性と生殖に関する保健サービス，母性

保護，家族計画を受けられるかどうかを含めて，手保健サービスを受ける手

段（リプロダクテイブ・ヘルス・サービス）をもつかどうかのデータ収集を

改善する。

（ｊ）家庭内暴力，性的嫌がらせ，レイプ，近親相姦，性的虐待，人身売買，

国家機関職員による暴力など，女性に対する雫あらゆる形態の＝暴力の犠牲

者と犯人の性別，年齢別データの方法を改善する。

（ｋ）障害のある男女の資源へのアクセスを含めて，参加に関するデータ収

集の概念と方法を改善する。

207．（←２１０）政府は：

（ａ）女性と男性に関するトピックを定めたデータを，広範な非専門家が利

用するのに適した形で提示し，解釈する，ジェンダーに関する統計出版物を

定期的に作成することを確保する。

（ｂ）各国の統計作成者と利用者が，政府統計システムの適切性とそのジェ

ンダー問題の取り上げ方の妥当性を定期的に検討し，必要であれば，求めら

れる改善計画を作成することを確保する。

ＫＣ）公的，また，民間における政策決定を行う状況の地位についている女

,性と男性の数を含めて，研究機関，労働組合，雇用者，民間部門および

ＮＧＯにおいて，権力の共有と社会における影響についての量的，質的研究
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を開発し，またその開発を支援する。

（ｄ）政策策定，および計画とプロジェクトの実施において，よりジエンダ

ーを意識したデータを使用する。

208．（←２１１）国連は：

(ａ） 謁連するすべての国連機関で利用するために
￣￣￣■

９，，、」

女性に対する暴力を含めた女性の人権に関わりのありうるデータの収集，対

照および分析におけるより良い方法を見つけるために羊統計的幸方法の開発

を促進する。

（ｂ）経済的，社会的，文化的，政治的発展において女性に関連しているデ

ータを改善する統計的方法の開発をさらに促進する。

（ｃ）『世界の女性』の新しい号を定期的に５年ごとに作成し，広く配布す

る。

（ｄ）ジェンダーに関する_政策ニモ概念および≠計画の策定において幸要請

にもとづき≠各国を援助する。

亘内および国際的なレベルでの進捗状況について，国連事務局府(ｅ）

ＩＮＷの；・・！一夕北：!･：ザ

とれプ－凶坐れるこ｡.

E雷蓮続詳委皀員E会＝二IiヰS手f則岑i\＝6霞i車拳性急牌 言i#弓練蒋料鯵｡｡ｈ=＝お=E=百奨暹平憎ｺｳﾞﾗ

樹幹==関=ﾘｰ曽戸委套宅会巨さﾃﾆ宮芒＝国1士拍と＝国ｲザ :的ｺﾞｰﾁﾞ岸臣と調整弐三拳が=E-if量癌

状視亨を=報亭告堂ﾘｰ吾亭羊

雫209．（←２１２）多国籍開発金融機関ならびに二国間援助提供国は：

のある労働と無

含めて，各国が女性とライト るか

分に柳 ることがで
"＝二一

るよ ■_

上国。またとによって
ヨロワ逹、〆、

各国においての匡 の開黒

を奨励し支援する。

＝報酬ｳ自帛＃尭戸ti=事＝報12Ｉ中の匡在EFmEE事二を二目二覇｡,与費当面＝をヨー雪Fプヨ嗜丼=＝謂発罰金＝

雪一宗=嵩一移須弓怪頼ﾖｳﾞ目ご各=圏ト書お」＝臣｡;与国義 的ｦ僖忌塞尊学発展=を写実接武帛－門ヨ

－５１



●

●

重ｺﾞｰ答亭姜

Ｋ・圭女性と環境手

井二＝叫宍宅ゴー男z尭篇濫識ｮとｷ裳助g芽司弓邑三目二壱牛鱈筐ヨリー昏一

戦略目標Ｋ２、持続可能な開発のための政策・計画にジェンダーに対する関心

と視点を取り入れる＝＝:=礎Ｉ潤一覺Fｏ

取るべき行動

256．（←256）政府は；

（ｃ）女性がどのように，また，どの程度まで環境の荒廃や危険に影響され

やすく，さらされているかを評価するため，必要とあらば，特別のグループ

に属する女性さらに低所得者，先住民あるいは少数民族の女性の研究やデー

タ収集を含む，適切な研究をする．

戦略目標K3．開発および環境政策が女性に与える影響を評価するため，国内，

地域，国際レベルで，機構を強化し創設する。

取るべき行動

258．（←258）政府，地域および国際機関，適当な場合，ＮＧＯは；

（ｂ）以下の点に関して，ジェンダーを配慮したデータベース，情報＝及び

監視半システム,､参加型の行動志向の調査，方法論および政策分析を，学術

団体や地域女性研究家たちとの共同作業で開発する。

（ｉ）持続可能な開発を目指して，情報システム，データベースに組込む

ため女性がもつ天然資源の管理と保全に関する知識と経験。

（ii）環境と天然資源の破壊が女性に与える影響。とくに，持続不可能

な生産と消費パターン，ひでり，水質悪化，温暖化，砂漠化海面上昇，

有害廃棄物，自然災害，有害化学物質，残留農薬，核廃棄物，武力紛争と

の結果＝円壱=信二百孟難#美ｮ,目巨葬罰二コ壱=垣=壱詞孝覇輯
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（iii）ジェンダー関係，環境，開発の構造的つながりを，農業，工業，

漁業，森林業，環境衛生，生物学的多様性，気象，水質源，衛生等のよう

な特殊なセクターと重点的に関連づけた分析。

（iv）プログラムや政策の開発，雫と監視圭に重要なステップとして，

環境的，経済的，＝E文化的，羊社会的，そしてジェンダーを視野にいれた

分析を開発する方法。

（ｖ）環境にやさしいテクノロジーを女性に普及させるための地方と都市

での研修，研究，資源センターを創設するためのプログラム。

少女ｷｰ対=リＬ、 ＝を戸ﾋｦiで続銅冨皀別司＝夫権寝豈雪三匡邑釜羊=＝斗呆:尋－発罰栗三

戦略目標ＬＬ少女に対するあらゆる形態の差別撤廃

取るべき行動

274．（←274）政府は，

（９）そのようなプログラムの計画，実施，監視にジェンダーの視点を入れ

るために，健康卵教育その他の部門における子どもに関するすべてのデータ

を性別，年齢別にすることを確保する。

275．（←275）政府，国際機関，非政府組織は

（ａ）子どもに関する情報とデータを性別，年齢別に分け，少女の状況に関

する調査に着手し，適当な場合，その結果を少女の発達のための政策，プロ

グラムおよび意思決定に取り入れる。

第５章．機能的な取り決め

Ｃ・国際レベル

１．国連一ｆ・国連事務局のその他の部局

334（←333）経済社会情報政策分析局統計部は，上記第４章，戦略目標Ｈ、

３で述べらたような統計に関する国際業務について，重要な連携機能を担うべ

きである。
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９．国連女性調査訓練研究所（INSTRAW）

334．（←335）＝EINSTRAWは，女性の状況や開発に関す亘對h性向士g9E点=ぬ

の調査，訓練 任務をもっているｷｰ従一こ。塵する求;=贋=百耳胃皀報冒琴強一二ゴー冒岸＝露

行動綱領に照らしてINSTRAWは,＿その事業計画を見直し，ニウーニき=臣と鈴=喜一

F手動綱領材デラ＝澪＝す差2牛隼ゴウーー宣言おｺﾞｰ芭畠目=動計画司雪際ラ

行動綱

■

■

一「

’
９

一

領の様々な側面の中でその任務の範囲内にあるものを実施するためのプログラ

ムを策定すべきである 雷F際.,弓巨寿コヨーヨーー監餐冨供=リー喜舛亭宕苣匡淺ﾁﾞ盾 IＮＳＴＡＲＷ

|ま，優先的に取組むべき調査および調査方法の種類を認定し，国が少女の地位

の研究を含む女,性研究およびジェンダー研究を実施する能力を強化し，その目

的のために動員できる研究機関のネットワークを構築するべきである。提案ざ

q戸冒爲＝＝～罪評究柱＝様ﾕｰ富馳域専自攻44妄=少女｡；目自生会冨経

実8ﾘ1-ﾘｰ昏戌デグーE幹j=相輔=直式富=百＝崇二肯一ピコ,自鳫権限向｡;５月令埋i士ﾄｰおや

壱－国罰璽弓云云=ﾗｰ望冨全体ｷｰｺﾞ言ｷﾘ=冒爲＝台＝￣胃 綿鳫宰ﾖﾛﾗ雷一其存一ホニコ堂ヨーゴ亜垪焉

±ゴーヨテ機能=ﾘｰ皀FINSTRAWは，同研究所によって効果的に支援し推進でき

るような教育・研修の種類を特定すべきである．］
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